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第１６号議案 

芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例の制定について 

 芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

平成３０年２月２０日提出 

                        芦屋市長 山 中  健    

提案理由 

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に

関する法律による就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関

する法律の一部改正に伴い，関係規定を整理するため，この条例を制定しようとす

るもの。 
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芦屋市条例第  号 

芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例 

 芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例（平成２６年芦屋市条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

 第１５条第１項第２号中「同条第９項」を「同条第１１項」に改める。 

附 則 

 この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 
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参 照  

芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部改正要綱 

１ 改正の趣旨 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律による就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進

に関する法律の一部改正に伴い，関係規定を整理するため，この条例を制定しよ

うとするもの。 

２ 改正の内容 

認定こども園の対象範囲を定める規定において引用する就学前の子どもに関す

る教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律の条項を改めるものとする。 

（第１５条関係） 

３ 施行期日 

  平成３０年４月１日 
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第１６号議案説明資料

就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一

部改正概要（平成３０年４月１日施行）

１ 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園（幼稚園型，保育所型及び地方裁量

型）の認定等の事務・権限を指定都市へ移譲

  指定都市における窓口の一本化による事業者の利便性の向上を図るとともに，指

定都市による計画的な施設整備による子育て環境の充実に資する。

権限 都道府県 指定都市

幼保連携型認定こども園の認可

等
○

幼保連携型以外の認定こども園

の認定等
○

２ 認定こども園の申請事項等の変更に係る届出の受理及び周知並びに報告の徴収の

事務・権限を認定等の権限を有する市へ移譲

  認定こども園の運営状況を一体的に把握した上で効果的な指導・監督の実施に資

する。

権限 改正前 改正後

認定こども園の申請事項等の変

更に係る届出の受理等
都道府県

認定等の権限

を有する市

※ 幼保連携型認定こども園は指定都市・中核市に移譲済み 

幼保連携型認定こども園以外の認定こども園は上記１により指定都市に移譲予定 
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芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例新旧対照表 

（下線部分は，改正部分）

改正案 現 行 

（特定教育・保育の取扱方針） （特定教育・保育の取扱方針） 

第15条 特定教育・保育施設は，次の各号に掲げる施設の区分に応じ

て，それぞれ当該各号に定めるものに基づき，小学校就学前子ども

の心身の状況等に応じて，特定教育・保育の提供を適切に行わなけ

ればならない。 

第15条 特定教育・保育施設は，次の各号に掲げる施設の区分に応じ

て，それぞれ当該各号に定めるものに基づき，小学校就学前子ども

の心身の状況等に応じて，特定教育・保育の提供を適切に行わなけ

ればならない。 

(1) 幼保連携型認定こども園（就学前の子どもに関する教育，保育

等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号。以下

「認定こども園法」という。）第2条第7項に規定する幼保連携型認

定こども園をいう。以下同じ。） 幼保連携型認定こども園教育・

保育要領（認定こども園法第10条第1項の規定に基づき主務大臣が

定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育

の内容に関する事項をいう。次項において同じ。） 

(1) 幼保連携型認定こども園（就学前の子どもに関する教育，保育

等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号。以下

「認定こども園法」という。）第2条第7項に規定する幼保連携型認

定こども園をいう。以下同じ。） 幼保連携型認定こども園教育・

保育要領（認定こども園法第10条第1項の規定に基づき主務大臣が

定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育

の内容に関する事項をいう。次項において同じ。） 

(2) 認定こども園（認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受

けた施設及び同条第11項の規定による公示がされたものに限る。）

 次号及び第4号に掲げる事項 

(2) 認定こども園（認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受

けた施設及び同条第9項の規定による公示がされたものに限る。）

 次号及び第4号に掲げる事項 

(3)・(4) （省略） (3)・(4) （省略）  

2 （省略） 2 （省略） 


